
★‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥★ 

 いばらき消費生活 メールマガジン  

★‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥★ 

２０２４年３月２６日２０９号 

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■ 

１．はい！相談室です 

スポーツジム等の契約トラブル 

２．出前講座「いばらき くらしのセミナー」をご利用下さい！ 
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１．はい！相談室です 

「スポーツジム等の契約トラブル」 

 ようやく春本番となりました。暖かくなると薄着になるので体形が気になる時期でもあります。

コロナ禍で運動不足だったり、健康維持のため運動を始めるため、スポーツジムやフィットネス

クラブ等を利用する方も多いと思います。 

 しかし、スポーツジム等を利用された方が、契約や解約時にトラブルにあったという相談が寄

せられています。そこで、相談事例やアドバイスを参考にしてトラブルを未然に防ぎましょう。 

 

【相談事例】 

＜相談者＞ 

 スポーツジムのホームページから２週間体験コース（1,980 円）に申し込んだ。スポーツジムの

担当者から、体験コースが終了後に続ける場合は再度、本契約の手続きをするよう言われていた。

体験コースのみで終了するつもりでいたので、連絡せずにいたら、クレジットカードの明細にス

ポーツジムの月会費（11,000 円）が記載されていた。当初の説明と違うと申し出たが、規約には

体験期間内に解約手続きをしなければ、自動更新され入会することになっていた。退会はできた

が、既に 6カ月会費を支払っているが、遡っての返金はできないと言われた。納得できない。 

 

＜相談員＞ 

 体験コースとは別に本契約をする場合は、あらためて手続きをすると説明を受けたことが分か

るチラシやネット広告、当初の規約など証明するものがないと返金は難しいと思われる。 

 また、クレジットカードの明細は頻繁に確認すると、不正利用を含め被害を最小限に抑えられ

ると助言した。 

 

【消費者へのアドバイス】 

相談事例のようにお試しから本契約に自動更新になったり、割引や特典が付くキャンペーンの

契約などの場合、一定期間契約を継続することが条件となっていて、途中解約すると違約金を請

求されたりすることがあります。契約前に契約内容をしっかり確認しましょう。 

また、申し込みが Web 上に限られる場合や、無人のスポーツジムや店舗がないオンラインレッ

スンなどの場合、事業者と電話が繋がらないなど連絡が取れず、解約できないなどのトラブルも

あります。 

トラブルを防ぐために、以下の点を契約前にしっかり確認しましょう。 

○解約時（休会・退会時）の連絡先や精算方法、プランの期間等について確認しましょう。 

○体験やお試しプランの場合、自動更新の有無等について確認しましょう。 

〇解約時の手続き方法や申し出期間を十分に確認しましょう。 



〇事業者と連絡が取れない場合があります。複数の連絡手段を調べておきましょう。 

○少しでも不安に思ったら早めに消費生活センター等へ相談しましょう。 

 消費者ホットライン「１８８（いやや！）」 

お住まいの地域の消費生活センター等をご案内する全国共通の３桁の電話番号です。 

〈参考資料〉 

国民生活センター スポーツジム等の契約トラブルにあわないために－契約・解約時に確認した

いポイント－ 

https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20240124_2.html 
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「困ったな」「おかしいな？」と思ったら、すぐに消費生活センターなどに相談しましょう。商品

やサービスなど消費生活全般に関する苦情や問い合わせなど専門の相談員が受付け、公正な立場

でトラブル解決のための助言、あっせん（消費者が当事者として事業者と交渉するための手助け）、

情報提供などを行います。 
◇ご相談はこちらへ 
 消費者ホットライン：１８８（全国共通・局番なし３桁）番で、最寄りの消費生活相談窓口、又

は国民生活センターへつながります。 
日曜日もご相談できます。（年末年始除く） 
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２．出前講座「いばらき くらしのセミナー」をご利用下さい！ 
 様々な消費者トラブルが多発している現状を踏まえ、消費生活に関する知識の普及や消費者被

害の未然防止を図るために、学校の授業、新入社員研修、地域一般消費者グループが開催する講

座や講演会などに、講師を無料で派遣しています。 
＜主な講座内容＞ 
（１）暮らしと契約の基礎知識 
（２）若者を狙う悪質商法と対処法 
（３）高齢者を狙う悪質商法と対処法 
（４）１８歳になったら変わる消費生活 
（５）こどもの携帯・インターネットトラブル注意報 
（６）インターネット契約トラブル 
（７）多重債務に陥らないために 
（８）食の安全・安心等について（食品の安全性、表示等） 
 
※これ以外の内容でも派遣講師が対応可能であれば、お受けできるものもありますので、ご相談

下さい。 
※原則として、セミナーの開催時間は午前１０時から午後５時まで、１回６０分以内です。 
 
詳しくは茨城県消費生活センターHP「いばらき消費生活なび」をご覧ください。 
https://www.pref.ibaraki.jp/seikatsukankyo/syose/navi/project/seminar.html 
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※当メールマガジンの配信を停止したい場合は、ホームページ「いばらき消費生活なび」より配

信停止の手続きを行ってください。 
https://www.pref.ibaraki.jp/seikatsukankyo/syose/navi/project/mail-magazine.html 



このメールに心当たりのない場合やご不明な点がある場合は、お手数ですが

mail:syose@pref.ibaraki.lg.jp までご連絡ください。 
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■ 
【お問合せ先】 
発行・編集 茨城県消費生活センター 
〒310-0802 茨城県水戸市柵町 1 丁目 3 番 1 号 
TEL：029-224-4722 
FAX：029-226-9156 
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■ 


